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告 示

高知県告示第650号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」とい

う。）第 6条第 1項の規定による届出があったので、同条第 3項

において準用する法第 5条第 3項の規定により次のとおり告示す

る。

なお、法第 8条第 2項の規定により、この告示に係る大規模小

売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配

慮すべき事項について意見を述べようとする者は、 4に掲げる事

項を記載した書面をこの告示の日から 4月以内に高知県商工労働

部経営支援課に提出することができる。

令和 7年10月31日

高知県知事　濵田　省司

1　届出の概要

( 1 )　届出者の名称

ア　大和ハウスリアルティマネジメント株式会社　代表取締

役　伊藤　光博

イ　三菱ＨＣキャピタルエステートプラス株式会社　代表取

締役　野々口　剛

( 2 )　届出者の住所

　ア　東京都千代田区神田三崎町三丁目 3番21号

　イ　東京都千代田区丸の内一丁目 6番 5号

( 3 )　大規模小売店舗の名称及び所在地

パワーセンター高知

高知市介良字長丁317番 1 ほか

( 4 )　変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

（変更後）

小売業者名

株式会社アルペン

株式会社大創産業

株式会社チヨダ

株式会社テネイシャス

株式会社ユニクロ

株式会社マックハウス

青山商事株式会社

株式会社ゲオホールデ

ィングス

代表者名

代表取締役

　水野　敦

之

代表取締役

　矢野　靖

二

代表取締役

　町野　雅

俊

代表取締役

　佐々木

勉

代表取締役

　柳井　正

代表取締役

　石野　孝

司

代表取締役

　青山　理

代表取締役

　遠藤　結

蔵

住所

愛知県名古屋市

中区丸の内二丁

目 9番40号

広島県東広島市

西条吉行東一丁

目 4番14号

東京都杉並区荻

窪四丁目30番16

号

大阪府大阪市中

央区南新町一丁

目 3番10号

山口県山口市佐

山10717番地 1

東京都杉並区梅

里一丁目 7番 7

号

広島県福山市王

子町一丁目 3番

5号

愛知県名古屋市

中区富士見町 8

番 8号

小売業者名

株式会社アルペン

株式会社大創産業

代表者名

代表取締役

　水野　敦

之

代表取締役

住所

愛知県名古屋市

中区丸の内二丁

目 9番40号

広島県東広島市

株式会社チヨダ

株式会社テネイシャス

株式会社ユニクロ

ジーイエット株式会社

青山商事株式会社

株式会社ゲオホールデ

ィングス

　矢野　靖

二

代表取締役

　町野　雅

俊

代表取締役

　佐々木

勉

代表取締役

　柳井　正

代表取締役

　石野　孝

司

代表取締役

　青山　理

代表取締役

　遠藤　結

蔵

西条吉行東一丁

目 4番14号

東京都杉並区荻

窪四丁目30番16

号

大阪府大阪市中

央区南新町一丁

目 3番10号

山口県山口市佐

山10717番地 1

東京都杉並区梅

里一丁目 7番 7

号

広島県福山市王

子町一丁目 3番

5号

愛知県名古屋市

中区富士見町 8

番 8号

( 5 )　変更年月日

平成 7年 9月18日

( 6 )　変更理由

小売業者の商号の変更のため

2　届出年月日

令和 7年10月 9 日

3 　届出書及び添付書類の縦覧場所

高知県商工労働部経営支援課

高知市役所

4　意見書に記載すべき事項

( 1 )　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏

名

( 2 )　事業者にあっては、その事業の種類及び沿革

( 3 )　意見を述べようとする大規模小売店舗の名称及び所在地

( 4 )　意見の内容

高知県告示第651号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。

その関係図面は、令和 7年10月31日から 2週間高知県土木部道
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路課及び高知県中央東土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 7年10月31日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　国道

2　路　線　名　195号

3 　道路の区域

高知県告示第652号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。

その関係図面は、令和 7年10月31日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県中央東土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 7年10月31日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　国道

2　路　線　名　195号

3 　道路の区域

公　　　　　　　告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定によ

り、高知市大津乙部土地改良区から次のとおり就任した役員の届

出があった。

令和 7年10月31日

高知県知事　濵田　省司

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

理事　　池 　　史　高知市針木西1472番地 5

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定によ

り、高知市大津田辺島丸土地改良区から次のとおり就任した役員

の届出があった。

令和 7年10月31日

高知県知事　濵田　省司

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

理事　　池 　　史　高知市針木西1472番地 5

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定によ

り、高知市介良乙丙土地改良区から次のとおり退任し、及び就任

した役員の届出があった。

令和 7年10月31日

高知県知事　濵田　省司

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

（退任）

理事　　田中　孝親　高知市介良丙613番地

〃　　　川添　裕之　〃　　介良乙2160番地

〃　　　中島　正根　〃　　介良丙29番地

〃　　　國 　正勝　〃　　介良乙1643番地

〃　　　十河　賢二　〃　　〃　　2525番地

〃　　　竹内　直志　〃　　〃　　1324番地 2

〃　　　竹内　義昭　〃　　〃　　2922番地

〃　　　濵田　喜正　〃　　介良丙543番地

〃　　　藤本　充廣　〃　　介良乙2669番地 6

〃　　　山添真次郎　〃　　大津乙479番地

監事　　葛岡　博樹　〃　　介良乙2500番地

〃　　　藤田　典弘　〃　　〃　　2038番地 6

（就任）

理事　　田中　孝親　高知市介良丙613番地

〃　　　川添　裕之　〃　　介良乙2160番地

〃　　　中島　正根　〃　　介良丙29番地

〃　　　國 　正勝　〃　　介良乙1643番地

〃　　　十河　賢二　〃　　〃　　2525番地

〃　　　竹内　直志　〃　　〃　　1324番地 2

〃　　　竹内　義昭　〃　　〃　　2922番地

〃　　　藤本　充廣　〃　　〃　　2669番地 6

〃　　　藤田　充就　〃　　介良丙425番地

〃　　　山添真次郎　〃　　大津乙479番地

〃　　　植田　陽子　〃　　葛島三丁目13番40号

監事　　竹内　義幸　〃　　介良乙1380番地

〃　　　鍋島栄一郎　〃　　〃　　2488番地

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定によ

り、高知市五台山南部土地改良区から次のとおり退任し、及び就

任した役員の届出があった。

令和 7年10月31日

高知県知事　濵田　省司

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

（退任）

理事　　岡本比良夫　高知市五台山4461番地

〃　　　水口　俊智　〃　　〃　　1064番地 2

〃　　　山本　正隆　〃　　〃　　122番地15

〃　　　横田　真一　〃　　〃　　1227番地 1

〃　　　小松　幹郎　〃　　〃　　4505番地の 2

〃　　　小松　準一　〃　　〃　　367番地 1

〃　　　水口伊佐雄　〃　　〃　　1066番地

〃　　　島﨑　隆司　〃　　〃　　3434番地

〃　　　小野　俊司　〃　　〃　　3209番地 1

〃　　　北村　洋一　〃　　〃　　2185番地

〃　　　横田　青昌　〃　　〃　　2208番地

〃　　　長﨑　　淳　〃　　仁井田2796番地

監事　　横田　和秀　〃　　五台山2203番地

〃　　　横田　　彰　〃　　〃　　3053番地

〃　　　水口　政雄　〃　　〃　　1090番地

（就任）

理事　　岡本比良夫　高知市五台山4461番地

〃　　　小野　俊司　〃　　〃　　3209番地 1

〃　　　島﨑　眞一　〃　　〃　　3439番地の 1

〃　　　島﨑　隆司　〃　　〃　　3434番地

〃　　　野中　清文　〃　　〃　　2144番地

〃　　　水口　俊智　〃　　〃　　1064番地 2

〃　　　水口　政雄　〃　　〃　　1090番地

〃　　　山本　正隆　〃　　〃　　122番地15

〃　　　横田　真一　〃　　〃　　1227番地 1

〃　　　横田　昌幸　〃　　〃　　2209番地

〃　　　蒲原　李枝　〃　　〃　　4482番地

監事　　横田　　彰　〃　　〃　　3053番地

〃　　　横田　和秀　〃　　〃　　2203番地

〃　　　竹内　正次　〃　　〃　　2492番地

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定によ

り、高知市行川土地改良区から次のとおり退任し、及び就任した

役員の届出があった。

令和 7年10月31日

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

香美市物部町別府字

シノミネ452番 9

〜 18前

〜 18後

20.3

23.7

26.3

46.7

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

18
令和 7年10月31

日

香美市物部町別府字シノミ

ネ452番 9
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高知県知事　濵田　省司

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

（退任）

理事　　村田　和明　高知市行川434番地

〃　　　細木　義博　〃　　〃　467番地

〃　　　中屋　邦雄　〃　　〃　1244番地 2

〃　　　細美　利明　〃　　〃　121番地 2

〃　　　吉本　恒雄　〃　　〃　1162番地

〃　　　佐々木英男　〃　　針原621番地 2

監事　　和田　雅秀　〃　　行川263番地

〃　　　東村　泰明　〃　　〃　1101番地

（就任）

理事　　村田　和明　高知市行川434番地

〃　　　細美　利明　〃　　〃　121番地 2

〃　　　中屋　邦雄　〃　　〃　1244番地 2

〃　　　細美　慎一　〃　　〃　197番地

〃　　　岡林　義則　〃　　領家490番地 2

〃　　　佐々木英男　〃　　針原621番地 2

監事　　和田　雅秀　〃　　行川263番地

〃　　　細木　義博　〃　　〃　467番地

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第 3 項の規定によ

り、開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告する。

令和 7年10月31日

高知県知事　濵田　省司

許可番号
開発許可を受けた

者の住所及び氏名

南国市小籠922番

地 1　グリーング

ランデⅡ106号

冨永　こころ

令和 7年10月 6 日

7 高都計第396号

開発区域に含まれる

地域の名称

香美市土佐山田町山

田島字クスノサカ

116番 1 の一部、118

番の一部
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